
此
の
論
は
「
日
蓮
聖
人
大
曼
茶
羅
に
於
け
る
國
祁
糊
請
の
座
配
」
（
大
崎
學
報
第
九
十
二
號
所
載
）
の
つ
ぎ
き
と
し
て
起
草
し
た
。
識

者
の
併
せ
讃
ま
ん
こ
と
を
希
望
し
て
緒
言
に
代
へ
る
。

（
１
）
垂
迩
法
門
（
毯
ユ
読
岼
）
榊
明
は
正
直
の
者
の
頭
に
住
給
也
、
：
：
・
今
時
の
垂
迩
和
光
は
是
皆
本
地
樺
迦
如
來
の
化
身
也
。
受
）

此
書
に
は
「
大
明
祁
」
の
語
も
あ
る
が
未
だ
二
祁
の
名
を
出
し
て
ゐ
な
い
。
一
班
的
に
祁
佛
の
本
迩
槻
で
あ
っ
て
、
佛
教
一
般
の
奮

説
を
繼
紹
し
た
に
過
ぎ
な
い
。
（
遺
文
二
七
四
、
南
都
奏
状
、
山
門
奏
状
等
参
照
）
叉
正
直
の
頭
に
住
む
の
思
想
は
聖
人
の
前
後
を
通
じ
て

換
ら
ざ
る
と
こ
ろ
で
、
「
戒
法
門
」
（
二
七
）
に
五
戒
を
以
て
「
萬
物
之
母
萬
祁
之
父
」
と
す
る
と
相
通
じ
、
耐
を
以
て
正
と
し
徳
と

二
榊
糊
講
義
を
求
む
く
く
煩
雑
を
顧
み
ず
關
係
遺
文
を
年
次
を
途
う
て
列
學
し
そ
の
意
義
を
研
討
し
て
見
る
。
蓋
し
糊
請
意
義
を
求
む

く
き
基
礎
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
．

日
蓮
聖
人
遡
文
に
於
け
る
國
紳
勅
講
義

日
蓮
聖
人
遺
文
に
於
け
る
國
瀞
勤
講
義

二
、
遥
文
の
列
示

■■■■■

、

緒

一

一
一

一

一

望
月
歎
厚
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一

＆

す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
書
、
億
書
の
説
あ
る
も
鋤
講
義
に
關
し
て
は
特
別
の
意
義
を
有
た
な
い
。

（
２
）
〔
立
正
安
國
諭
慶
本
（
垂
擢
先
砕
）
法
然
聖
人
選
搾
現
在
也
、
以
諾
佛
諸
經
法
華
經
教
主
繰
尊
諸
菩
薩
諸
天
天
照
大
祁
正
八
幡
等
載
一

拾
閉
閣
勉
之
悪
言
｝
其
女
顯
然
也
。
因
し
鼓
聖
人
去
レ
國
、
善
祁
拾
し
所
、
天
下
飢
渇
世
上
疫
病
等
。
（
丈
）
（
眞
駿
在
京
本
圀
き
〕

遺
文
に
於
け
る
二
帥
の
名
は
こ
の
書
を
以
て
最
初
と
す
る
や
フ
で
あ
る
。
但
し
慶
本
に
の
み
あ
っ
て
、
「
安
國
論
」
三
八
九
）
に
は
「
以
二

諸
佛
諸
經
諸
菩
薩
諸
天
等
一
敬
二
拾
閉
閣
弛
一
其
文
頴
然
也
」
と
な
っ
て
ゐ
る
。
略
本
と
廣
本
と
の
成
立
問
題
と
關
聯
し
て
論
ぜ
ら
る

べ
き
で
あ
る
が
、
廣
本
を
弘
安
年
中
の
再
治
と
す
れ
ば
二
紳
を
出
せ
る
は
當
然
の
こ
と
で
あ
り
、
廣
本
を
草
案
本
と
す
れ
ば
こ
の
書

を
以
て
二
祁
の
竣
初
と
す
る
。
こ
の
獣
は
後
の
再
論
に
譲
っ
て
、
所
載
の
意
を
案
ず
肌
ぱ
、
連
文
に
「
所
詮
國
土
泰
平
天
下
安
穏
自
二

一
人
一
至
二
萬
民
一
所
し
好
也
所
し
樂
也
、
早
止
二
閥
提
之
施
一
切
一
誘
法
之
根
｝
：
：
：
」
の
文
に
よ
り
て
、
二
帥
を
日
本
國
家
の
守
謹
、
若

く
は
正
法
法
華
擁
談
の
祁
と
す
る
の
で
あ
る
。

（
３
）
〔
行
者
佛
天
守
護
紗
（
哩
圭
碑
）
法
華
經
を
た
も
つ
人
を
ば
、
繰
迦
多
賓
十
方
の
諸
佛
梵
天
帝
織
日
月
凶
天
龍
祁
、
日
本
守
護
天
照

大
祁
八
幡
大
菩
薩
、
人
の
眼
を
於
し
む
が
ご
と
く
：
・
・
；
守
り
液
ぽ
し
め
し
・
・
・
・
・
・
（
文
）
〕

此
書
は
法
華
持
考
の
守
護
を
い
ふ
の
で
あ
る
が
、
二
刺
に
特
に
日
本
守
謹
の
四
字
を
置
き
た
る
に
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。
安
國
諭
廣

本
を
弘
安
の
再
治
と
す
れ
ば
、
二
郷
の
名
は
こ
の
害
を
溌
初
と
し
且
つ
二
刺
の
祁
格
を
決
定
し
た
最
初
で
あ
る
。
併
し
こ
の
書
に
も

系
年
に
異
説
が
あ
っ
て
、
録
外
十
五
に
は
文
永
元
年
に
系
け
て
あ
る
。
し
か
し
次
の
月
水
害
も
文
永
元
年
に
系
年
す
れ
ば
、
全
年
全

月
全
日
の
こ
の
書
を
以
て
最
初
と
す
る
に
防
げ
な
い
。
但
し
遺
文
録
の
系
年
に
依
れ
ば
弘
長
三
年
の
持
妙
法
華
問
答
紗
（
四
七
五
）
に

八
幡
大
菩
薩
、
松
尾
大
明
紳
の
名
が
出
て
ゐ
る
が
、
系
年
に
就
て
は
建
治
二
年
説
、
弘
安
三
年
説
が
あ
っ
て
決
定
的
で
な
い
。
大
旨
に

さ
し
た
る
關
係
が
な
い
か
ら
略
し
て
引
か
な
い
。
行
者
守
誰
紗
は
既
に
伊
豆
流
罪
中
教
機
時
國
妙
の
後
で
あ
る
か
ら
二
祁
守
談
の
恩

日
蓮
聖
人
遡
文
に
於
け
る
閣
紳
鋤
諦
義

一
○
五



～

＝

己
下
に
此
の
國
に
生
れ
た
る
も
の
祁
明
に
背
く
べ
か
ら
ざ
る
由
を
述
べ
て
ゐ
る
。
垂
迩
云
麦
は
紳
佛
の
關
係
を
述
べ
た
の
で
は
あ
る

が
明
に
本
迩
を
い
は
な
い
。
此
由
を
知
ら
ざ
る
智
者
共
と
は
、
念
佛
の
徒
を
指
す
こ
と
は
、
念
佛
者
追
放
宣
欣
事
（
二
七
四
）
に
南
都
奏
炊

を
引
い
て
．
蔑
如
霊
紳
事
，
右
我
朝
本
是
祁
國
也
、
百
玉
承
二
彼
苗
喬
一
四
海
仰
二
其
加
護
一
、
而
專
修
之
輩
永
不
レ
別
二
祁
明
一
、
不
』

論
二
椛
化
賞
類
一
、
不
し
恐
二
宗
廟
租
祗
弓
若
患
二
祁
明
一
堕
二
魔
界
一
云
云
」
等
と
あ
る
に
よ
っ
て
明
で
あ
る
。
聖
人
が
法
然
の
徒
の
榊
は

鬼
祁
也
の
説
に
同
ぜ
ず
し
て
「
至
二
椛
化
垂
迩
一
者
既
是
大
聖
也
」
の
南
都
北
嶺
の
奮
義
に
随
つ
た
こ
と
も
明
で
あ
る
。
然
る
に
我
門

の
後
輩
が
二
祁
の
所
鴎
を
論
じ
て
○
○
界
に
属
し
た
の
は
腿
意
を
失
っ
た
説
で
あ
る
。
こ
の
書
に
二
洲
の
名
は
出
さ
な
い
が
「
帥
國

也
」
の
語
に
聖
人
の
國
祁
槻
を
見
る
べ
き
で
あ
る
。

（
５
）
〔
一
ハ
郎
恒
長
御
消
息
（
琢
罫
元
奔
）
二
手
餘
斌
の
大
小
の
榊
祇
も
鐸
尊
の
御
子
息
也
、
全
非
阿
彌
陀
佛
子
也
。
（
丈
）
〕

警
嚥
品
の
今
此
三
界
の
文
を
樺
し
て
日
本
國
の
一
切
は
繰
迦
の
子
也
と
樺
し
、
阿
彌
陀
に
對
し
て
騨
尊
本
師
を
主
張
し
た
の
で
あ
っ

て
、
二
刺
の
名
を
出
さ
ず
、
叉
二
跡
の
糊
講
義
を
論
じ
た
の
で
も
な
い
。
但
し
一
般
的
に
佛
祁
本
迩
の
奮
読
の
土
台
に
立
つ
こ
と
は

て
、
二
刺
の
々

想
も
決
し
て
不
合
理
と
は
老
へ
ら
れ
な
い
。

（
４
）
〔
月
水
貴
雌
嘆
き
日
本
國
は
刺
國
也
、
此
國
の
省
と
し
て
佛
菩
薩
の
垂
迩
不
思
議
に
經
諭
に
あ
ひ
に
ぬ
（
る
）
事
も
多
く
侍
る

：
：
・
此
由
を
知
ら
ざ
る
智
者
共
、
脚
は
鬼
祁
な
れ
ば
敬
ふ
く
か
ら
ナ
な
ん
ど
申
す
扱
義
を
申
て
多
く
檀
那
を
損
歩
る
事
あ
り
と
見
ぬ

（
６
）
〔
女
人
成
佛
紗
（
垂
茎
垂
）
〕

此
書
に
慧
心
僧
都
の
加
茂
参
龍
と
そ
の
時
の
明
祁
御
託
宣
と
を
載
せ
て
ゐ
る
。
即
ち
法
華
經
守
談
の
加
茂
明
訓
で
あ
る
。

勿
論
で
あ
る
。

て
候
也
。
（
文
）
〕

日
蓮
聖
人
遺
文
に
於
け
る
國
祁
獅
請
義

一
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六



（
７
）
塁
懲
問
答
紗
象
錨
哩
誉
を
日
本
隷
國
と
し
て
伊
奨
諾
伊
鍵
盤
此
國
を
作
り
天
葵
祁
垂
迩
璽
し
て
御
裳
涛
の
流

れ
久
し
て
今
に
た
に
す
。
堂
此
國
に
生
を
受
け
て
此
邪
義
を
用
ゆ
べ
き
や
。
（
さ

叉
、
二
所
三
島
熊
野
羽
黒
天
照
太
祁
八
幡
大
菩
薩
此
等
の
名
を
一
遍
も
唱
ん
人
は
、
；
・
・
…
：
…
無
間
に
は
於
つ
と
も
往
生
す
べ
か
ら

叉
、
二
所
二

（
８
）
委
國
諭
御
勘
由
炎
城
畷
蓉
赫

土
｜
去
了
。
（
文
）
（
眞
餓
在
正
中
山
）
〕 故

眞
砿
現
存
の
御
響
と
し
て
は
安
國
論
鹿
本
を
除
い
て
は
こ
の
鍔
を
以
て
二
洲
所
載
の
最
初
と
す
る
。
此
書
は
法
然
大
日
の
念
祁
に
對

し
て
枝
山
の
「
法
華
眞
言
」
を
以
て
正
法
と
し
て
赫
佛
の
法
味
と
し
、
こ
れ
を
以
て
國
土
守
護
の
正
法
と
す
る
。
故
に
「
佛
祁
彌
作
二

旗
悪
一
破
一
壌
國
土
一
事
無
し
疑
者
也
」
と
も
一
爲
レ
國
爲
レ
法
爲
レ
人
」
と
も
い
は
れ
て
ゐ
る
。
枝
山
守
護
の
二
紳
と
記
載
さ
れ
た
る
の
も

此
の
意
に
よ
る
も
の
で
、
日
本
守
謹
と
い
ふ
（
３
）
行
者
守
談
紗
（
前
出
）
と
同
意
で
あ
る
。
次
の
（
９
）
宿
屋
書
に
は
明
に
日
本
守
謹
と

あ
愚
を
照
合
す
べ
き
で
あ
る
。
叉
善
祁
捨
國
に
つ
い
て
は
、
後
來
聖
人
門
下
の
大
な
る
異
義
と
は
な
っ
た
が
、
正
直
の
頭
に
祁
宿
る

と
い
参
ご
般
的
意
義
（
垂
迩
法
門
二
一
八
）
「
法
華
經
の
行
者
日
本
國
に
有
る
な
ら
ば
其
所
に
栖
み
給
く
し
」
詞
）
（
諫
暁
八
幡
紗
二

○
四
○
）
（
ｕ
）
（
法
門
可
申
書
杳
二
同
意
）
特
殊
的
信
仰
か
ら
見
、
特
に
日
本
國
の
本
尊
建
立
の
國
土
、
閻
浮
廣
布
の
根
源
た
る
國

前
文
は
法
然
の
魁
拝
雑
行
を
破
す
る
文
、
次
文
は
唱
名
雑
行
を
破
す
る
文
で
あ
る
。
祁
國
、
垂
迩
等
の
文
に
よ
っ
て
月
水
害
の
對
念

佛
破
と
全
同
で
あ
っ
て
佛
祁
本
迩
義
が
顯
れ
て
ゐ
る
。
但
し
二
紳
の
名
は
行
者
佛
天
守
護
紗
に
次
ぐ
も
の
で
あ
る
。
然
し
こ
の
醤
は

系
年
と
倶
に
眞
偲
に
異
論
あ
っ
て
一
定
で
な
い
。
諸
刷
の
順
列
に
注
意
を
要
す
る
も
の
が
あ
る
。
所
載
の
意
義
は
日
本
守
談
の
善
祁

と
し
て
ざ
あ
る
。

歩
と
云
云
。

日
蓮
聖
人
抵
丈
に
於
け
る
鬮
紳
獅
諦
義

（
文
）
〕

叡
山
守
護
天
脈
大
祁
正
八
幡
富
山
王
七
砒
幽
中
守
謹
諸
大
善
祁
不
レ
喰
二
法
味
一
失
一
威
光
一
拾
一
函

一
○
七



I

土
開
顯
の
意
義
よ
り
す
れ
ば
、
捨
國
を
弧
調
す
る
は
國
土
弊
墨
の
聖
意
で
あ
る
と
断
歩
る
に
嬬
踏
し
な
い
。

（
９
）
信
屋
入
道
許
御
典
趣
唖
避
念
佛
宗
里
祁
宗
等
｝
有
二
御
蹄
依
一
之
故
、
日
本
守
謹
諸
大
善
祁
作
腹
塞
所
迩
災
也
。
（
文
）
〕

前
文
（
８
）
御
勘
由
來
は
法
然
大
日
を
學
げ
、
こ
の
書
は
そ
の
所
弘
の
念
騨
二
宗
を
出
す
、
彼
に
は
叡
山
守
護
と
い
ひ
、
是
に
は
日
本

守
護
と
い
ひ
、
彼
に
は
二
祁
の
名
を
出
し
、
こ
れ
に
は
た
ざ
諸
大
善
刷
と
い
ふ
。
彼
此
比
較
し
て
聖
意
の
同
じ
き
を
知
る
べ
き
で
あ
る
。

此
書
反
偲
の
論
は
あ
る
が
、
一
乘
擁
謹
の
榊
明
と
し
、
日
本
を
祁
國
と
し
、
法
華
経
を
以
て
食
と
し
、
正
直
を
以
て
力
と
ま
る
を
榊

と
し
て
ゐ
る
。
但
し
二
祁
の
名
を
州
さ
ず
一
般
的
に
「
天
祁
七
代
地
祁
五
代
榊
祁
其
外
諸
天
善
祁
」
と
あ
る
。
別
段
論
歩
べ
き
黙
を

見
な
い
。
尚
こ
の
書
己
下
十
通
は
常
に
同
一
債
値
に
於
て
考
へ
ら
鯉
る
の
で
あ
る
が
、
與
李
左
衞
門
尉
頼
綱
害
実
一
○
）
に
は
「
宜
し

蒙
言
善
祁
之
擁
護
一
者
也
」
と
あ
り
、
與
北
條
彌
源
太
書
（
六
一
Ｃ
に
は
「
天
照
大
紳
八
幡
大
菩
薩
等
放
二
此
國
一
故
自
二
大
蒙
古
國
一
牒

欣
來
欺
」
と
あ
る
。
但
し
己
下
の
諸
寺
諸
僧
に
典
へ
ら
れ
た
七
通
に
は
祁
明
に
開
す
る
記
載
が
な
い
の
が
注
目
さ
れ
る
。

（
Ⅷ
）
法
門
可
被
申
様
之
事
（
謹
製
ハ
評
）
日
本
一
州
上
下
萬
人
一
人
も
な
く
誘
法
な
艇
ば
、
大
梵
天
王
帝
桓
竝
天
照
大
祁
等
、
隣
國
の
聖

人
に
仰
せ
つ
け
ら
れ
て
誇
法
を
た
め
さ
ん
と
せ
ら
る
鴬
か
。
例
せ
ば
國
民
た
り
し
清
盛
入
道
王
法
を
か
た
怠
け
た
て
ま
つ
り
、
結
局

は
山
王
大
佛
殿
を
や
き
は
ら
い
し
か
ば
、
天
服
大
祁
正
八
幡
山
王
等
よ
り
き
せ
さ
せ
給
て
、
源
頼
義
が
末
頼
朝
に
仰
下
て
平
家
を
ほ

ろ
ぼ
さ
れ
て
國
土
安
穂
な
り
き
、
：
：
：
世
間
の
上
下
繭
人
云
、
八
幡
大
菩
薩
は
正
直
の
頂
に
や
ど
り
給
、
別
の
す
み
か
な
し
等
云
云
。

世
間
に
正
直
の
人
な
け
れ
ば
大
菩
薩
の
す
み
か
ま
し
ま
さ
歩
。
叉
佛
法
の
中
に
法
華
經
計
こ
そ
正
直
の
御
經
に
て
は
於
は
し
ま
せ
。

法
華
經
の
行
者
な
け
れ
ば
大
菩
薩
の
御
す
み
か
淀
は
せ
ざ
る
か
。
但
日
本
國
に
は
日
蓮
一
人
計
こ
そ
世
間
出
世
正
直
の
者
に
て
は
候

へ
…
も
し
し
か
ら
ば
八
幡
大
菩
薩
は
日
蓮
が
頂
を
は
な
れ
さ
せ
給
て
は
い
づ
れ
の
人
の
頂
に
か
す
み
給
は
ん
。
（
文
）
（
眞
熾
在
中
巴
〕

（
㈹
）
興
北
條
壁
藝
急
、
曜
琶
〕

日
蓮
聖
人
遺
文
に
於
け
る
國
赫
勧
請
義

一
○
八

0



（
吃
）
呈
曇
畏
三
藏
輿
減
蝿
ざ
、
天
照
失
榊
正
八
幡
宮
等
は
我
國
の
本
主
也
、
迩
化
の
後
榊
と
瓢
れ
さ
せ
給
ふ
。
此
榊
に
そ
む
く
人

此
國
の
主
と
な
る
べ
か
ら
ず
。
さ
れ
ば
天
照
大
祁
〃
鏡
に
う
つ
し
奉
り
て
内
侍
所
と
號
す
。
八
幡
大
菩
薩
に
勅
使
有
て
物
申
あ
は
さ

日
本
國
の
本
主
と
し
て
の
二
刺
を
垂
迩
榊
と
せ
ら
れ
て
ゐ
る
。
こ
の
文
段
は
騨
尊
の
三
徳
を
主
張
す
る
中
の
主
徳
の
段
下
で
あ
る
。

（
旧
×
重
一
言
七
重
勝
劣
象
・
魂
妙
天
照
大
紳
爲
二
産
一
、
八
幡
奎
晨
爲
二
第
二
座
、
是
よ
り
己
下
の
榊
は
二
手
一
昔
三
十
一
証
也
〔
丈
）
〕

刺
の
次
第
を
明
し
た
の
で
あ
る
。
祗
數
に
つ
い
て
は
餘
所
の
御
書
に
は
三
千
一
百
三
十
二
砥
と
あ
る
。
（
三
七
。
一
九
三
・
二
９
一
三
。

二
○
五
七
）
。
三
千
二
百
三
十
二
砒
と
あ
る
は
此
書
だ
け
の
や
う
で
あ
る
。

（
卿
）
〔
秋
一
兀
殿
御
返
事
寂
、
垂
祇
避
正
月
は
妙
の
一
宇
の
ま
つ
り
天
照
大
祁
を
蔵
の
榊
と
す
。
（
女
）
〕

天
照
太
祁
を
主
赫
と
し
、
次
に
は
「
梵
天
帝
鐸
日
月
四
天
王
等
」
を
列
し
て
ゐ
る
。
歳
跡
と
し
て
の
義
は
三
十
番
刺
思
想
と
關
係
あ

る
も
の
と
も
老
へ
ら
れ
る
。

（
帽
）
個
條
衾
憂
濤
書
象
鎖
琴
天
奨
祁
塁
を
そ
さ
の
を
の
み
こ
と
に
さ
づ
け
て
玉
の
如
く
の
菫
ま
ふ
け
た
り
。
然
間
日

の
榊
我
子
と
な
づ
け
た
り
。
き
て
こ
そ
正
哉
吾
勝
と
は
名
け
た
れ
。
（
丈
）
〕

此
害
に
は
例
話
と
し
て
國
祁
を
出
し
た
の
で
は
あ
る
が
叉
、
日
月
Ｉ
蓮
華
１
日
蓮
ｌ
天
照
１
日
刺
の
祁
秘
的
關
聯
の
暗
示
の
あ
る
に

よ
っ
て
祁
秘
的
因
縁
樺
の
竣
初
を
こ
の
御
書
に
置
き
得
る
で
あ
ら
う
。

此
紗
に
は
日
本
守
誰
、
正
法
守
誰
圃
法
華
経
行
者
守
誰
の
義
が
主
流
を
な
し
て
ゐ
る
。
（
８
）
御
勘
由
來
宍
○
五
）
の
下
に
述
べ
た
如
く
、

捨
國
は
日
本
守
護
の
反
顯
的
弧
調
で
あ
る
。
叉
世
出
一
蓋
に
渉
っ
て
正
直
の
頂
に
棲
む
八
幡
大
菩
薩
槻
は
聖
人
に
於
て
は
一
貫
し
て

愛
ら
ざ
る
祁
襯
で
あ
る
。

せ
給
き
。
（
文
）
〕

日
通
禦
人
遺
文
に
於
け
る
剛
祁
柵
耐
義

一
○
九



（
Ⅳ
）
〔
一
昨
日
御
書
寂
・
噴
唾
是
偏
爲
身
不
通
芝
，
爲
蓋
爲
擁
爲
祁
章
一
切
衆
生
駈
令
》
言
上
一
也
。
（
文
）
〕

特
に
爲
レ
帥
の
一
句
は
（
９
）
（
、
）
等
の
日
本
守
誰
の
諸
大
善
紳
と
相
應
し
，
正
し
く
は
天
八
の
二
帥
を
指
す
も
の
で
あ
る
。

（
旧
）
促
經
難
持
十
三
箇
秘
訣
念
畷
蓉
佛
者
本
地
刺
者
垂
迩
故
。
（
文
）
〕

一
般
的
に
佛
本
祁
迩
を
い
ふ
の
み
。

（
旧
）
開
目
典
球
鏡
陛
天
照
大
紳
正
八
幡
山
王
等
諸
守
護
の
諸
奎
統
も
法
味
を
な
め
ざ
る
か
、
國
中
を
去
り
給
か
の
故
に
。
悪
鬼

便
を
得
て
國
す
で
に
破
れ
な
ん
と
す
。
（
丈
）
〕

叉
、
（
七
七
四
）
〔
諸
天
等
の
守
護
跡
は
佛
前
の
御
誓
一
言
あ
り
、
法
華
経
の
行
者
に
は
さ
る
（
狸
）
に
な
り
と
も
”
・
・
：
．
…
麦
）
員
蹟
焼
き
〕

前
文
は
日
本
國
家
守
謹
の
善
祁
と
し
て
二
帥
山
王
等
を
學
げ
た
れ
ど
も
、
次
の
丈
よ
り
す
れ
ば
そ
の
守
謹
卿
は
即
ち
法
華
正
法
の
行

者
を
守
護
す
る
諸
天
善
祁
で
あ
る
。
聖
人
に
於
て
は
國
祁
た
る
と
正
法
守
謹
の
善
紳
た
る
と
は
同
一
義
で
あ
る
の
で
あ
る
ｏ

宛
）
眞
言
諸
宗
遠
目
蔵
ゞ
鏡
睦
如
“
是
大
悪
梵
澤
猶
雑
防
鍵
何
況
日
本
守
護
○
祁
也
。
（
丈
）
〕

日
蓮
聖
人
辿
文
に
於
け
る
國
紳
勘
講
義
二
○

（
胴
）
胃
滿
御
前
御
箕
域
繁
琴
此
國
の
主
八
幡
大
菩
薩
は
卯
月
八
日
に
う
ま
れ
さ
せ
給
ふ
。
娑
婆
世
界
の
教
主
緯
尊
も
叉
卯
月
八
日

に
御
誕
生
な
り
き
。
今
の
童
女
久
月
は
替
れ
ど
も
八
日
に
う
ま
れ
給
ふ
、
緯
尊
八
幡
の
う
ま
れ
巷
り
と
や
申
さ
ん
、
日
蓮
は
凡
夫
な

れ
ば
能
ク
は
知
歩
、
．
…
・
・
…
念
頃
に
十
羅
刹
女
天
照
太
祁
等
に
も
申
て
候
。
（
さ
〕

前
書
は
懐
胎
の
報
に
よ
っ
て
符
を
與
へ
、
今
需
は
安
産
を
聞
い
て
喜
を
絃
べ
て
ゐ
る
。
前
書
に
例
話
的
に
太
紳
の
名
を
出
し
、
今
書

に
は
八
幡
を
主
と
し
て
同
じ
く
帥
秘
的
な
説
示
を
鯛
し
て
ゐ
る
。
然
し
後
段
に
太
紳
を
緊
げ
た
の
に
よ
っ
て
、
榊
の
次
第
は
あ
っ
て

も
二
紳
に
つ
い
て
同
様
に
考
へ
て
ゐ
ら
れ
た
こ
と
は
明
で
あ
る
。
即
ち
國
紳
と
し
て
更
に
紳
秘
的
因
縁
的
意
義
が
加
へ
ら
れ
て
來
た

の
で
あ
る
。



（
創
）
〔
架
鑿
芸
裏
穰
某
霧
寂
峨
嘩
觜
幾
千
溌
現
喬
慧
霞
脇
士
一
、
閻
裳
塞
輩
可
五
二
此

國
一
。
（
丈
）
（
眞
蹟
在
中
山
）
〕

引
文
に
止
め
て
そ
の
意
義
の
稔
討
は
後
章
に
譲
る
。

壷
）
〔
諸
法
衝
相
紗
癒
・
錘
斗
畦
繰
迦
佛
多
蜜
佛
十
方
の
諸
佛
菩
薩
天
祁
七
代
地
脚
五
代
の
肺
炎
＄
鬼
子
母
測
十
羅
刹
女
↑
四
大
天
王

梵
天
帝
樺
閻
磁
法
王
、
．
：
…
：
．
：
（
丈
）
〕

・
行
者
守
護
の
諸
佛
諸
赫
を
列
い
た
の
で
あ
る
が
、
諸
祁
の
列
次
が
他
と
異
っ
て
ゐ
る
。
多
く
は
梵
天
帝
鐸
日
月
四
天
の
成
句
を
爲
し
、

そ
の
次
下
に
天
八
の
二
脚
等
國
祁
を
列
し
て
ゐ
る
。
叉
「
鬼
子
母
祁
十
羅
刹
女
」
と
併
せ
出
し
た
御
書
は
こ
の
書
の
外
、
經
王
書
（
九

４
○
日
女
御
前
御
返
事
（
一
六
二
五
）
に
二
例
あ
り
，
下
山
消
息
（
一
五
八
七
）
に
は
逆
に
「
十
羅
刹
女
鬼
子
母
榊
」
と
あ
る
。
そ

の
他
は
殆
ん
ど
＋
羅
刹
女
の
み
を
出
す
や
う
で
あ
る
。
日
女
紗
（
一
七
三
○
）
を
参
照
せ
よ
。

露
）
鍾
佛
未
來
記
癒
嘩
蓉
諸
襄
極
錨
涌
千
界
等
菩
薩
守
二
護
法
華
行
者
‐
此
人
得
二
守
護
之
力
一
以
二
本
門
本
尊
妙
法
蓮
華
經
五

字
一
令
鬮
廣
二
宣
流
三
布
於
閻
浮
提
一
歎
・
（
文
）
〕

前
引
本
尊
紗
と
全
同
の
意
義
を
有
し
、
加
ふ
る
に
請
天
善
祁
の
守
談
を
明
瞭
に
表
は
し
て
ゐ
る
。
後
諭
に
譲
る
。

（
餌
）
〔
彌
源
太
殿
御
返
事
（
垂
俄
一
言
一
岬
）
日
蓮
は
日
本
閲
の
中
に
は
安
州
の
も
の
な
り
。
総
じ
て
彼
國
は
天
照
大
測
の
す
み
そ
め
給
し
國

な
り
と
い
へ
り
。
か
し
こ
に
し
て
日
本
國
を
さ
ぐ
り
出
し
給
ふ
ｏ
あ
は
の
國
御
く
り
や
な
り
ｏ
し
か
も
此
國
の
一
切
衆
生
の
慈
父
悲
母

な
り
。
か
強
る
い
み
じ
き
國
な
れ
ば
定
て
故
ぞ
候
ら
ん
。
い
か
な
る
宿
習
に
て
や
候
ら
ん
ｏ
日
蓮
又
彼
國
に
生
れ
た
り
ｏ
第
一
の
果
報

梵
緯
と
國
祁
と
の
大
小
を
相
對
し
て
ゐ
る
。
し
か
し
國
祁
即
行
看
守
護
な
る
鮎
は
、
次
の
「
必
假
二
心
間
一
祁
守
即
眼
」
と
引
く
に
ょ

っ
て
明
で
あ
る
。

日
蓮
聖
人
遺
文
に
於
け
る
脳
祁
棚
諦
義

一
一
一



､

（
面
）
の
凹
條
書
、
（
鯛
）
の
月
滿
書
に
見
え
た
る
祁
秘
的
因
縁
樺
は
こ
の
書
に
來
っ
て
更
に
明
瞭
に
本
因
縁
的
解
樺
を
遂
げ
來
っ
て
日

本
１
日
蓮
ｌ
天
照
の
關
係
に
於
て
本
尊
紗
・
顯
佛
記
等
に
願
れ
た
る
本
國
土
と
紬
合
さ
る
べ
き
も
の
と
な
っ
た
。
即
ち
是
れ
を
本
因

繊
的
解
繰
と
呼
ぶ
べ
き
も
の
で
あ
ら
う
。
法
華
取
要
紗
の
一
篇
の
旨
趣
は
叉
こ
の
一
貫
の
理
路
の
中
に
牧
め
ら
る
べ
き
で
あ
る
。

（
西
）
〔
異
鵠
同
心
事
（
球
睡
垂
蓉
）
三
に
承
り
て
日
天
に
も
大
帥
に
も
申
上
て
候
ぞ
。
（
丈
）
〕

（
配
）
〔
凹
條
金
吾
殿
女
房
御
返
事
（
垂
．
唯
ル
ー
ご
鯉
迦
佛
法
華
経
日
天
の
御
ま
へ
に
申
上
候
。
（
丈
）
（
虞
賦
断
片
）
〕

（
”
）
〔
富
木
殿
御
返
事
（
鉱
唯
呼
碑
）
此
帷
を
き
て
日
天
の
御
前
に
し
て
此
子
細
を
申
上
ば
、
定
め
て
鐸
梵
諸
天
し
る
し
め
す
べ
し
。
（
丈
）

上
引
の
三
文
中
の
（
弱
）
は
年
次
に
つ
い
て
異
論
あ
る
も
文
永
こ
よ
り
一
二
、
建
治
元
年
頃
の
御
詳
と
す
る
に
（
郡
）
（
幻
）
の
二
書

と
類
同
す
る
に
差
支
は
な
い
。
三
書
は
要
す
る
に
日
天
の
信
仰
で
あ
る
。
垂
）
彌
源
太
書
の
天
脈
太
帥
の
本
因
縁
に
約
す
る
祁
槻

と
、
後
に
明
瞭
な
る
撰
時
妙
の
日
天
、
榊
國
王
書
の
日
祁
、
報
恩
妙
の
天
照
Ｉ
日
本
刈
日
種
の
信
仰
と
比
較
す
る
と
き
文
永
九
年
の
本

噂
妙
よ
り
次
第
に
本
因
縁
的
、
本
闘
士
的
、
閲
祁
棚
の
次
第
に
明
瞭
な
る
番
見
出
す
こ
と
が
州
來
る
で
あ
ら
う
。
今
上
引
の
三
書
を

日
天
信
仰
の
方
面
よ
り
す
る
擬
頭
と
見
た
い
の
で
あ
る
。
委
読
は
後
に
譲
る
。
尚
次
引
の
新
尼
書
も
比
較
す
べ
き
で
あ
る
。

（
配
）
〔
新
尼
御
前
御
返
事
（
垂
・
鰹
か
認
）
安
房
國
東
條
郷
邊
國
な
れ
ど
も
伺
本
國
の
中
心
の
ご
と
し
ｏ
其
故
は
天
照
大
祁
跡
を
垂
れ
給
へ

り
。
：
…
・
…
日
蓮
一
間
浮
提
の
内
日
本
國
安
房
國
東
條
郡
に
始
て
此
の
正
法
を
弘
通
し
始
た
り
。
（
丈
）
〕

安
房
東
條
と
聖
人
、
天
照
太
祁
と
東
條
と
の
因
縁
は
正
法
弘
通
の
本
國
土
と
し
て
の
「
第
一
本
尊
可
立
此
國
」
（
本
尊
紗
）
「
佛
法
必

可
出
自
東
土
日
本
」
（
顯
佛
記
）
一
‐
本
門
三
法
門
建
立
之
」
（
取
要
妙
）
と
い
ふ
所
以
で
あ
る
。

（
眞
蹟
在
中
山
）
〕

な
る
な
り
。
（
文
）
〕

日
蓮
聖
人
泄
丈
に
於
け
る
鯛
祁
鋤
諦
義

一
一
一
一



己

翁
）
〔
兄
弟
紗
（
誕
罫
聿
稗
）
應
紳
天
王
と
申
す
今
の
八
幡
大
菩
薩
こ
れ
な
り
。
受
）
（
眞
俄
散
在
玉
澤
池
上
等
己

池
上
兄
弟
へ
の
教
訓
と
し
て
、
二
皇
子
の
例
話
が
學
げ
ら
れ
て
ゐ
る
。

（
釦
）
〔
撰
時
妙
（
謹
読
垂
奔
）
日
本
國
と
申
は
天
照
大
祁
の
日
天
に
て
ま
し
ま
す
ゆ
へ
な
り
。
（
丈
）
（
眞
蹴
在
玉
津
）
〕

慈
蝿
の
日
輪
を
射
る
の
夢
を
破
し
て
、
日
本
１
日
天
ｌ
天
照
１
日
種
の
本
因
縁
信
仰
を
披
瀝
さ
れ
て
ゐ
る
。
即
ち
日
本
守
護
の
太
祁

露
）
〔
祁
國
王
御
書
（
謹
奉
嘩
癖
）
地
跡
五
代
の
第
一
は
天
照
大
榊
伊
勢
大
祁
宮
日
ノ
榊
是
也
。
（
文
）
〕

叉
（
三
四
九
）
、
〔
第
十
六
は
應
祁
天
皇
仲
哀
祁
功
ノ
御
子
今
の
八
幡
大
菩
薩
也
。
受
）
（
眞
蹟
在
京
妙
顯
毒
〕

右
二
文
は
説
明
以
外
に
意
義
は
な
い
が
一
‐
日
の
祁
一
の
語
に
注
意
を
要
す
る
。
撰
時
紗
（
ご
二
三
）
と
同
意
で
あ
る
。

叉
（
三
五
三
、
〔
榊
と
申
は
、
叉
國
麦
の
國
主
等
の
崩
去
し
給
へ
る
を
生
身
の
ご
と
く
あ
が
め
給
う
。
此
叉
國
王
國
人
の
た
め
の
父

母
也
主
君
也
師
匠
也
、
片
時
も
そ
む
か
ば
國
安
穏
な
る
べ
か
ら
ず
。
受
）
〕

叉
、
（
一
二
八
五
）
〔
日
本
國
の
王
と
な
る
人
は
天
照
大
祁
の
御
魂
の
入
か
わ
ら
せ
給
王
也
。
異
）
〕

守
護
と
い
は
ん
よ
り
は
國
の
主
と
し
て
の
大
祁
で
あ
る
。

金
）
〔
乙
御
前
御
消
息
（
謹
読
極
畔
）
利
生
あ
る
な
ら
ば
、
今
の
八
幡
大
菩
薩
と
い
は
は
る
る
や
う
に
い
は
う
べ
し
。
（
さ
〕

八
幡
大
菩
薩
の
利
生
顯
著
を
疵
は
艇
た
文
意
で
あ
る
。
正
八
幡
は
當
代
に
於
て
は
、
大
脚
を
除
い
て
は
尤
も
威
光
勢
力
弧
盛
の
榊
と

（
訓
）
〔
高
橋
入
道
御
返
事
（
謎
読
痙
畔
）
陰
岐
法
皇
は
人
王
八
士
一
代
祁
武
よ
り
は
一
手
餘
年
、
天
昭
芙
祁
入
か
わ
ら
せ
給
て
人
王
と
な
ら

せ
ら
れ
て
ゐ
る
。

せ
給
・
（
文
）
〕

で
あ
る
○

日
蓮
聖
人
遺
文
に
於
け
る
幽
瀞
鋤
講
義

一
一
一
一
一



、

急
）
〔
種
左
御
振
舞
御
書
（
越
奉
仁
砕
）
天
照
大
祁
正
八
幡
宮
の
僻
に
つ
い
て
，
日
本
國
の
た
す
か
る
べ
き
事
を
御
計
の
あ
る
か
と
を
も
わ

叉
（
三
宝
四
）
、
〔
其
上
紳
は
叉
第
一
天
照
大
祁
、
第
二
八
幡
大
菩
薩
、
第
三
は
山
王
等
の
三
千
餘
吐
、
喪
夜
に
我
國
ぞ
ま
ほ
り
朝
夕

に
國
家
を
見
そ
な
わ
し
給
・
．
：
…
・
・
其
上
八
幡
大
菩
薩
は
殊
に
天
王
守
謹
の
大
願
あ
り
。
受
）
〕

又
（
三
一
六
二
）
、
〔
天
照
大
祁
の
内
侍
所
も
八
幡
大
菩
薩
の
百
王
守
護
の
御
ち
か
い
も
い
か
で
叶
は
せ
給
べ
き
。
受
）
〕

已
上
の
三
文
何
れ
も
日
本
守
護
の
二
祁
を
出
す
意
趣
で
あ
る
。
但
し
大
帥
を
國
家
の
本
主
刺
と
し
、
大
菩
薩
を
殊
に
國
王
守
護
の
榊

と
す
る
。
國
家
の
主
祁
と
國
王
守
誰
の
榊
明
と
に
分
つ
の
で
あ
る
。
此
書
全
隠
の
旨
趣
は
我
國
土
を
正
法
流
布
佛
祁
守
談
の
國
と
な

し
、
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
王
法
に
盛
衰
あ
る
源
由
を
究
め
て
正
法
に
違
背
す
る
に
在
り
と
す
る
。
然
れ
ど
も
そ
の
究
極
の
所
詮
は
聖
人

の
法
華
經
の
行
者
な
る
を
顯
し
、
佛
祁
の
必
ず
守
護
あ
る
べ
き
を
促
さ
れ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
間
の
推
論
は
要
す
る
に
正
法
守
護

の
祁
佛
た
る
を
瀬
す
に
あ
る
。
故
に
「
三
界
の
諸
王
は
皆
此
の
鐸
迦
佛
よ
り
分
ち
給
ひ
て
諸
國
の
惣
領
別
領
等
の
主
と
な
し
給
へ
り
」

（
三
宝
三
の
大
小
分
別
は
所
詮
の
旨
趣
で
は
な
く
て
能
詮
の
諭
道
で
あ
る
。
本
鵠
的
論
述
で
は
あ
る
が
、
目
的
的
論
旨
で
は
な
い
。

此
職
種
麦
御
振
舞
紗
諫
曉
八
幡
紗
等
と
同
致
の
御
書
と
し
て
拝
す
べ
き
で
あ
る
。
併
し
本
因
縁
的
解
鐸
と
し
て
の
祁
観
と
背
馳
す
る

も
の
で
は
な
い
。

こ
れ
は
日
本
守
護
の
榊
明
と
し
て
の
文
で
あ
る
。

叉
（
三
一
九
二
）
、
〔
八
幡
大
菩
薩
に
最
後
に
申
べ
き
事
あ
り
と
て
馬
よ
り
さ
し
を
り
て
高
齢
に
申
や
う
。
い
か
に
八
幡
大
菩
薩
は
ま
こ

と
の
跡
か
：
…
・
ま
づ
天
照
大
祁
正
八
幡
こ
そ
：
：
：
（
丈
）
〕

こ
の
段
は
法
華
經
守
護
の
大
菩
薩
と
し
て
の
文
で
あ
る
。

る
べ
き
に
。
（
丈
）
〕

日
蓮
聖
人
遺
文
に
於
け
る
國
赫
鋤
講
義

一

一

四



P

法
華
行
者
守
護
と
日
本
守
護
と
を
兼
含
し
た
文
意
で
あ
っ
て
，
御
振
舞
紗
の
如
く
大
小
等
の
慣
値
分
別
は
な
い
。

記
）
〔
南
條
殿
御
返
事
（
鈍
雌
一
燕
）
八
幡
大
菩
薩
は
日
本
第
十
一
ハ
の
王
。
本
地
は
雄
山
浄
土
に
法
華
經
を
と
か
せ
給
ひ
し
教
主
樺
尊
な
り
。

叉
（
一
四
○
四
）
、
〔
天
照
大
祁
正
八
幡
な
ん
ど
と
申
は
此
國
に
は
重
ず
け
れ
ど
も
梵
樺
日
月
四
天
に
對
す
れ
ば
○
帥
ぞ
か
し
。
（
文
）
〕ｅ

梵
繰
等
と
對
比
し
て
大
小
を
判
じ
て
ゐ
る
。
こ
れ
は
佛
紳
本
通
読
と
殊
り
、
法
華
經
會
座
の
列
衆
の
高
下
晃
己
大
小
中
邊
の
國
の

差
別
に
伴
ふ
上
下
〔
是
己
の
睡
別
で
あ
る
。
然
し
な
が
ら
こ
の
腫
別
は
本
通
説
と
同
じ
く
何
等
か
特
殊
の
所
論
を
弧
調
す
る
時
常
に

用
ひ
ら
る
弾
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
の
害
及
帥
國
王
書
の
如
き
、
帥
明
の
大
小
を
分
ち
こ
れ
に
よ
っ
て
行
者
の
守
護
若
く
は
日
本
守
護

を
要
請
せ
ん
と
す
る
の
で
あ
る
。

叉
（
一
四
○
四
）
、
〔
天
照
大
榊
正
八
幡
宮
も
頭
産
か
た
ぶ
け
，
（
丈
）
〕

法
華
正
法
行
者
の
守
護
を
促
す
文
意
で
あ
る
。

叉
（
一
岡
○
七
）
、
〔
隠
岐
法
皇
は
天
子
也
、
樅
大
夫
殿
は
民
ぞ
か
し
。
子
の
親
を
あ
だ
ま
ん
を
ば
天
照
大
榊
う
け
給
な
ん
や
。
所
從
が

主
君
を
敵
と
せ
ん
を
ば
正
八
幡
は
御
用
あ
る
べ
し
や
。
（
さ
〕

大
義
を
明
に
し
日
本
守
護
の
本
義
を
説
く
、
こ
の
書
成
立
に
つ
い
て
議
論
の
存
す
る
あ
る
も
、
そ
の
二
赫
槻
は
刺
國
王
書
、
諫
曉
八

幡
紗
等
と
同
系
に
属
し
、
特
殊
の
所
顯
を
必
要
と
す
る
が
故
に
、
そ
の
論
述
に
帥
の
大
小
を
云
云
す
る
の
で
あ
る
。

翁
）
〔
光
日
房
御
書
（
趣
唯
一
認
）
梵
天
帝
繰
日
月
四
天
は
い
か
に
な
り
給
ぬ
る
や
ら
ん
。
天
照
大
祁
正
八
幡
宮
は
こ
の
國
に
を
は
せ
ぬ

本
通
説
に
し
て
正
法
守
護
を
兼
含
す
る
。
但
し
大
小
上
下
の
観
念
が
な
い
か
ら
在
減
相
對
の
本
迩
と
い
ふ
べ
き
で
あ
ら
う
。
回
向
功

（
丈
）
（
眞
賊
在
大
石
寺
〕
〕

か
◎
（
文
）
〕

日
蓮
聖
人
遺
文
に
於
け
る
國
紳
鋤
請
義

一

一

五



徳
紗
に
一
‐
我
滅
度
後
の
末
法
の
中
に
於
て
大
明
刺
と
顯
れ
て
衆
生
を
利
益
す
べ
し
。
：
：
・
さ
れ
は
明
祁
と
申
す
は
諸
佛
如
来
の
御
祁

也
」
と
い
ふ
と
同
一
意
義
で
あ
ら
う
。

（
訂
）
”
報
恩
紗
（
趣
峠
準
奔
）
帥
を
ば
天
照
と
い
う
、
岡
を
ば
日
本
と
い
う
。
叉
教
主
織
奪
ぞ
ば
日
種
と
申
す
。
（
丈
）
〔
興
賊
焼
亡
）
〕

前
に
（
鋤
）
撰
時
紗
を
引
け
り
、
今
こ
の
紗
を
引
く
前
後
相
映
す
べ
し
。

（
羽
）
〔
四
信
五
品
抄
（
謎
率
鮨
李
）
天
順
尖
純
正
八
幡
等
久
住
守
護
祁
失
レ
カ
、
梵
帝
四
天
去
レ
國
己
爲
レ
成
二
亡
國
一
。
（
丈
）
（
眞
蹟
在
正
中
山
〕
〕

日
本
久
住
の
守
謹
洲
と
し
て
の
二
刺
は
梵
鐸
に
超
え
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
「
佛
法
漸
陵
王
法
次
第
変
」
と
説
く
聖
人
は
、
や
が
て
王

佛
其
合
、
廣
宣
流
布
を
確
信
す
る
聖
人
で
あ
る
と
知
ら
ば
、
「
失
力
」
、
「
去
國
」
は
一
旦
の
警
策
で
あ
る
こ
と
は
勿
論
で
あ
る
。

（
調
）
〔
凹
條
金
吾
殿
御
返
事
（
述
鏥
峠
群
）
天
脈
芙
祁
正
八
幡
山
王
等
に
一
’
一
に
御
い
の
り
あ
り
き
。
（
丈
）
〕

眞
言
天
台
僧
等
の
承
久
の
祇
臓
を
紋
し
た
文
で
あ
る
。

（
㈹
）
〔
下
山
御
消
息
（
謹
謹
一
畔
）
今
生
に
は
守
謹
國
土
の
天
照
大
祁
正
八
幡
等
に
す
て
ら
虹
。
（
丈
）
〕

又
（
一
蚕
〈
九
）
、
〔
此
國
既
に
梵
樺
日
月
四
天
大
王
等
の
諸
天
に
も
捨
て
ら
れ
、
守
護
の
諸
天
善
榊
も
還
て
大
怨
敵
と
な
り
。
（
さ
〕

又
（
一
五
七
五
）
，
〔
御
起
請
文
を
見
る
に
梵
鐸
凹
天
天
照
大
祁
正
八
幡
等
を
書
の
せ
た
て
ま
つ
る
。
異
）
〕

叉
（
一
五
八
八
）
、
〔
日
本
守
護
の
天
照
大
祁
正
八
幡
等
も
い
か
で
か
か
塗
る
國
を
ぱ
た
す
け
給
べ
き
…
．
：
日
本
園
の
諸
祁
ど
も
四
天
大

王
に
い
ま
し
め
ら
れ
て
や
あ
る
ら
ん
。
（
丈
）
〕

上
掲
の
四
文
、
そ
の
骨
子
は
守
誰
國
土
の
二
刺
で
あ
る
。
第
二
は
梵
繰
も
亦
守
談
日
本
の
帥
で
あ
る
。
但
し
第
四
文
の
如
く
大
小
そ
の

威
祁
力
を
異
に
す
と
考
へ
ら
れ
る
。
併
し
第
三
文
の
貞
永
式
目
の
起
請
文
を
出
し
て
聖
人
が
特
に
起
請
文
に
な
き
天
照
大
祁
を
學
げ

て
、
二
所
。
三
島
。
天
滿
等
を
略
さ
れ
た
の
は
、
當
代
の
鎌
倉
武
家
等
の
過
誤
を
訂
正
し
、
日
本
最
高
の
脚
と
し
て
天
照
大
祁
を
尊
崇

日
蓮
聖
人
迩
丈
に
於
け
る
幽
脚
勘
講
義

一
一
｛
〈



0

さ
れ
た
眞
意
を
知
ら
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
叉
「
梵
天
帝
繰
四
大
天
王
」
に
つ
ざ
い
て
「
日
本
六
十
餘
州
大
小
祁
祇
」
を
棚
請
せ
る
式

目
の
欽
列
は
當
代
の
常
識
的
順
序
で
あ
っ
て
、
聖
人
も
亦
恒
に
こ
の
欽
列
を
取
ら
れ
た
が
、
必
ず
「
日
月
二
天
」
を
四
天
王
の
上
に
添

加
勧
請
さ
れ
た
聖
人
の
意
圃
は
、
叉
撰
時
報
恩
等
の
御
書
に
顯
著
な
る
、
日
本
的
特
質
を
願
し
以
て
王
佛
の
冥
合
を
表
顯
せ
ら
る
翼

に
あ
り
と
考
察
さ
れ
る
。
／

（
“
）
〔
頼
雑
陳
欣
諭
輔
一
岬
）
天
照
大
洲
正
八
幡
百
王
百
代
の
御
誓
や
ぶ
れ
て
：
。
；
夫
服
大
榊
正
八
幡
も
力
及
給
は
宗
。
（
丈
）
〕

梵
緯
と
の
大
小
槻
，
二
祁
の
日
本
守
謹
、
正
法
治
國
、
王
佛
の
盛
衰
が
説
か
れ
て
ゐ
る
。

（
枢
）
〔
彌
三
郎
殿
御
返
事
（
韮
猫
一
碑
）
今
此
三
界
・
：
・
此
文
の
意
は
今
此
日
本
國
は
樺
迦
佛
の
御
領
也
。
天
照
大
榊
八
幡
大
菩
薩
祁
武

天
皇
等
の
一
切
の
跡
國
主
竝
に
萬
民
ま
で
も
鐸
迦
佛
の
御
所
領
の
内
。
受
）
〕

慈
悲
救
護
の
鐸
迦
は
精
紳
的
救
濟
主
で
あ
る
。
こ
れ
を
以
て
不
忠
と
い
ひ
、
不
遜
と
い
ふ
非
難
あ
り
と
せ
ば
、
あ
ま
り
の
狭
量
で
あ

る
。
呪
ん
や
こ
の
書
は
彌
陀
の
無
縁
を
主
張
す
る
を
眼
目
と
す
る
に
於
て
を
や
で
あ
る
。
次
文
に
「
日
本
國
に
す
み
な
が
ら
」
云
云

の
文
に
よ
っ
て
も
聖
人
の
眞
意
大
忠
に
あ
る
は
明
瞭
で
あ
ら
う
。

（
帽
）
〔
日
女
御
前
御
返
事
（
遮
雛
一
燕
）
さ
れ
ば
首
題
の
五
字
は
中
央
に
か
か
り
、
四
大
天
王
は
費
塔
の
四
方
に
坐
し
・
繰
迦
多
礎
本
化

の
四
菩
薩
肩
を
竝
ベ
、
普
賢
文
殊
等
舎
利
弗
目
蓮
等
坐
を
屈
し
、
日
天
月
天
第
六
天
の
蠅
王
龍
王
阿
修
羅
、
其
外
不
動
愛
染
は
南
北

の
二
方
に
陳
を
取
り
。
悪
逆
の
逵
多
懲
擬
の
龍
女
一
座
を
は
り
。
三
千
世
界
の
人
の
壽
命
を
奪
ふ
悪
鬼
た
る
鬼
子
母
測
十
羅
刹
女
等
。

加
之
日
本
國
の
守
護
祁
た
る
天
照
大
祁
八
幡
大
菩
薩
天
祁
七
代
地
跡
五
代
の
榊
奄
總
じ
て
大
小
祁
祇
等
鎧
の
榊
つ
ら
な
る
其
餘
の

用
の
祁
豈
に
も
る
べ
き
や
。
：
…
此
等
の
佛
菩
薩
大
聖
等
総
じ
て
序
品
列
坐
の
二
界
八
番
の
雑
衆
等
一
人
も
も
れ
が
。
此
御
本
尊
の

中
に
住
し
給
ひ
、
妙
法
五
字
の
光
明
に
て
ら
さ
れ
て
本
有
の
奪
形
と
な
る
是
を
本
尊
と
は
申
也
。
（
さ
〕

円
蓮
聖
人
遼
丈
に
於
け
る
剛
紳
棚
諦
義

一

一

七



ノ

直
接
本
尊
中
の
國
紳
を
説
明
せ
る
御
書
と
し
て
第
一
に
推
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
御
書
で
あ
る
。
よ
っ
て
委
細
に
考
察
し
て
見
る
に
、
冒
頭

の
「
首
題
の
五
字
は
中
央
に
か
固
り
」
は
中
尊
を
標
高
し
第
一
に
掲
げ
た
の
で
あ
る
が
、
第
二
句
に
「
四
大
天
王
は
賓
塔
の
四
方
に

坐
し
」
と
あ
る
は
、
大
に
他
と
趣
を
異
に
す
る
。
寧
ろ
第
三
句
己
下
に
在
る
べ
き
で
あ
る
の
に
、
中
尊
に
績
い
て
第
二
句
に
据
え
た

の
は
四
大
天
王
は
繰
迦
多
讓
等
の
十
界
諸
尊
の
勧
請
と
別
趣
あ
る
を
恩
は
し
め
る
。
第
三
句
己
下
佛
界
、
本
化
、
迩
化
，
二
乘
、
天

龍
、
修
羅
を
順
次
こ
れ
を
列
ね
、
「
其
外
不
動
愛
染
は
」
の
一
句
は
鞘
意
趣
を
別
に
し
、
次
で
地
獄
の
提
婆
、
畜
生
の
龍
王
を
列
し
、

更
に
餓
鬼
界
た
る
べ
き
鬼
十
二
祁
を
出
す
、
地
獄
畜
生
餓
鬼
の
列
次
の
不
順
な
る
は
鬼
十
二
祁
の
本
尊
上
の
位
置
の
不
順
な
る
と
照

合
し
て
糊
請
意
趣
に
別
意
あ
る
を
思
は
し
む
る
。
最
後
に
一
日
本
國
の
守
護
祁
た
る
天
照
大
祁
八
幡
大
菩
薩
」
を
出
す
は
，
山
川
師

も
い
は
る
夢
如
く
、
十
界
勧
請
の
外
に
明
に
一
日
本
國
守
護
」
の
勅
請
意
趣
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
。
本
書
列
尊
の
中
に
そ
の
糊
請

意
趣
を
明
示
さ
れ
た
の
は
國
祁
の
み
で
あ
る
。
鬼
十
二
刺
の
「
三
千
世
界
の
人
の
涛
命
を
奪
ふ
．
」
と
あ
る
は
棚
請
意
趣
で
は
な
い
。

た
ざ
列
衆
の
中
に
人
界
を
欠
く
が
故
に
「
加
之
」
の
以
下
を
以
て
こ
れ
に
充
て
る
と
老
へ
ら
れ
な
い
こ
と
も
な
い
が
、
「
其
外
」
「
加

〆

之
」
の
簡
別
の
語
は
不
動
愛
染
・
天
八
雨
祁
の
渤
請
に
別
趣
あ
る
も
の
を
見
る
べ
き
で
あ
ら
う
。
人
界
は
二
界
八
番
中
に
識
在
す
る

の
で
あ
ら
う
。
本
尊
全
艘
が
悉
く
本
有
尊
形
と
し
て
妙
法
光
明
裏
の
本
佛
禮
な
る
こ
と
は
勿
論
で
あ
っ
て
、
こ
の
義
を
以
て
二
祁
の

國
榊
と
し
て
の
釉
読
義
を
無
覗
せ
ん
と
す
る
は
誤
り
で
あ
る
。

念
）
〔
二
蕊
妙
（
誕
鏑
皿
秤
）
榊
は
所
從
な
り
法
華
経
は
主
君
な
り
八
幡
大
菩
薩
の
百
王
の
ち
か
い
も
や
ぶ
れ
て
。
（
丈
×
填
餓
在
京
妙
蝿
寺
）
〕

（
認
）
祁
國
王
書
（
三
五
三
）
、
（
鍵
）
振
舞
紗
（
一
四
○
ｇ
等
と
同
例
に
し
て
、
「
法
華
経
」
に
樺
迦
佛
を
置
換
へ
得
る
文
意
で
あ
ら

う
。
併
し
こ
の
紗
も
祁
佛
の
参
詣
の
前
後
を
指
摘
し
て
信
仰
の
有
無
を
責
め
ら
れ
た
御
書
で
あ
る
か
ら
意
義
に
於
て
は
特
例
に
属
す

る
も
の
で
あ
る
。

日
蓮
聖
人
遺
文
に
於
け
る
國
紳
棚
誌
義

一

一

八



霜
）
〔
檀
越
某
御
返
事
（
到
罐
一
証
砕
）
願
く
は
法
華
經
の
ゆ
へ
に
國
主
に
あ
だ
ま
れ
て
今
度
生
死
を
は
な
れ
候
ば
や
。
天
照
大
祁
正
八
幡

日
月
帝
澤
梵
天
等
の
佛
前
の
御
ち
か
い
今
度
心
み
候
ば
や
。
（
丈
）
員
蹟
正
中
山
）
〕

諸
榊
の
順
位
が
常
に
梵
天
帝
樺
日
月
凹
天
天
照
大
祁
八
幡
大
菩
薩
と
あ
る
排
列
に
殊
る
の
は
、
前
文
の
「
國
主
に
あ
だ
ま
れ
」
の
丈

に
對
應
し
て
國
祁
と
し
て
先
づ
天
八
二
洲
を
列
し
た
の
で
あ
ら
う
。
一
佛
前
の
誓
」
は
、
法
華
正
法
守
謹
の
義
を
表
は
し
て
ゐ
る
の

霜
）
〔
窪
尼
御
前
御
返
事
（
乱
雲
垂
鉾
）
日
蓮
は
い
や
し
け
れ
ど
も
経
は
梵
天
帝
繰
日
月
凹
天
天
照
大
祁
八
幡
大
菩
薩
の
ま
ほ
ら
せ
給
御

經
な
れ
ば
。
（
丈
）
Ｑ
呉
鏡
上
半
分
在
保
田
妙
本
寺
）
〕

正
法
守
誰
の
諸
祁
と
し
て
排
列
の
順
序
は
一
般
例
で
あ
る
。

（
仰
）
〔
日
女
品
燕
供
養
（
認
罐
垂
奔
）
三
代
の
國
王
は
心
に
は
佛
法
樺
迦
如
來
を
信
じ
ま
い
ら
せ
給
ひ
て
あ
り
し
か
ど
も
、
外
に
は
國
の

瀧
に
ま
か
せ
て
天
照
大
祁
熊
野
山
等
を
仰
ぎ
ま
い
ら
せ
さ
せ
給
ひ
し
か
ど
も
。
（
下
略
）
（
眞
蹟
断
片
京
本
能
寺
）
〕

國
赫
と
し
て
天
照
大
祁
熊
野
權
現
を
出
す
も
、
祁
佛
の
信
を
比
較
し
て
信
仰
を
勧
進
す
る
を
目
的
と
し
て
ゐ
る
。
よ
っ
て
祁
佛
の
輕

（
帽
）
〔
治
病
大
山

（
興
賊
在
正
中
山
）

弘
安
五
年
説
も
あ
る
が
今
は
弘
安
元
年
に
從
っ
て
系
年
す
る
。

⑮
）
〔
千
日
尼
御
前
御
返
事
（
罫
罎
垂
奔
）
月
氏
漢
土
日
本
國
の
ふ
る
き
榊
た
ち
も
皆
其
座
に
つ
ら
な
り
給
し
祁
共
な
り
。
天
賑
芙
祁
八

幡
大
菩
薩
熊
野
す
ず
か
等
の
日
本
國
の
祁
盈
も
あ
ら
そ
ひ
給
べ
か
ら
が
。
（
丈
）
（
眞
峨
佐
渡
妙
宣
言
〕

重
が
鞘
孤
く
表
現
さ
れ
て
ゐ
る
。

〔
治
病
大
小
椛
賛
遠
目
（
塾
華
》

弘
安
元

で
あ
る
０

日
蓮
聖
人
泄
文
に
於
け
る
國
測
棚
諦
義

年

二
一
○
一

ー

王
始
て
天
照
大
祁
等
の
榊
を
國
灸
に
崇
め
し
か
ば
疫
病
や
み
ぬ
。
故
に
崇
祁
天
皇
と
申
妥
）
〕

一

一

九

、



（
別
）
〔
日
眼
女
造
立
緤
迦
佛
御
供
養
事
（
塾
睡
一
碑
）
御
守
害
て
ま
い
ら
せ
候
。
三
界
主
燦
尊
一
鰐
三
寸
木
像
造
立
檀
那
日
眼
女
：
：
法

華
経
壽
量
品
云
或
読
己
身
或
説
佗
身
等
云
云
。
東
方
の
善
徳
佛
中
央
の
大
日
如
來
十
方
の
諸
佛
過
去
の
七
佛
三
世
の
諸
佛
。
上
行
菩
薩

等
文
殊
師
利
舎
利
弗
等
。
大
梵
天
王
第
六
天
の
臓
王
樺
提
桓
因
王
日
天
月
天
明
星
天
北
斗
七
星
八
萬
四
千
の
無
量
の
諸
星
。
阿
修
羅
王

天
祁
地
祁
山
祁
海
祁
宅
祁
里
帥
。
一
切
世
間
の
閲
だ
の
主
と
あ
る
人
。
何
れ
か
教
主
騨
尊
な
ら
ざ
る
。
天
照
大
祁
八
幡
大
菩
薩
も
其
本

地
は
教
主
燦
尊
也
。
例
せ
ば
繰
奪
は
天
の
一
月
諸
佛
菩
薩
等
は
萬
水
に
浮
る
影
な
り
。
燦
尊
一
鵠
を
造
立
す
る
人
は
十
方
世
界
の
諸

佛
を
作
り
奉
る
人
な
り
。
：
：
・
・
日
本
園
と
申
は
女
人
の
國
と
申
國
也
。
天
照
大
祁
と
申
せ
し
女
祁
の
つ
き
い
だ
し
給
る
島
也
。
（
丈
）
〕

こ
の
書
は
上
に
於
け
る
二
洲
の
説
明
と
し
て
は
（
鈴
）
日
女
紗
（
ニ
ハ
ニ
五
）
に
次
で
直
接
的
で
あ
る
。
御
守
と
は
一
種
の
漫
茶
雑
で

法
華
の
最
第
一
な
る
こ
と
は
如
來
の
金
言
に
し
て
、
そ
の
鑑
衆
た
る
諸
聖
諸
天
の
齊
し
く
総
く
と
こ
ろ
な
り
と
の
文
意
で
あ
る
。
日

本
守
謹
の
祁
之
を
叉
同
時
に
正
法
擁
護
の
祁
な
り
と
す
る
の
で
あ
る
。

記
）
〔
妙
法
比
丘
尼
御
返
事
（
遜
鑑
翫
酔
）
此
日
本
國
の
一
切
衆
生
の
た
め
に
は
樺
迦
佛
は
主
な
り
師
な
り
親
な
り
。
（
文
）
〕

今
此
三
界
皆
是
我
有
の
説
意
で
あ
る
。
（
詔
）
祁
國
王
書
の
下
牲
考
。

叉
（
一
七
七
ろ
、
〔
天
照
大
刺
正
八
幡
等
の
天
祁
地
祇
十
方
の
三
賛
に
す
て
ら
れ
奉
り
て
。
（
さ
〕

叉
（
一
七
七
七
）
、
〔
か
夢
る
大
科
あ
る
故
に
，
天
照
大
榊
正
八
幡
等
の
天
祁
地
祇
樺
迦
多
費
十
方
の
諸
佛
一
同
に
大
に
と
が
め
さ
せ
給

叉
（
一
七
七
七

二
文
は
祁
佛
倶
に
日
本
を
守
護
し
給
ふ
、
正
法
を
失
ふ
が
故
に
祁
佛
の
守
産
失
ひ
、
叉
は
戒
責
を
蒙
る
と
す
る
。
故
に
第
一
文
は
一

般
的
意
義
で
あ
り
第
二
第
三
の
二
文
、
即
ち
國
家
守
護
を
當
文
の
意
義
と
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
紳
佛
の
排
列
も
此
意
か
ら
な
さ

故
に
。
（
丈
〕
〕

れ
て
ゐ
る
。

日
蓮
聖
人
遡
文
に
於
け
る
幽
測
勘
講
義

一

二

○
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前
文
は
正
法
の
味
を
誉
め
ず
し
て
、
國
祁
去
る
の
意
に
し
て
國
家
守
護
の
二
郷
、
後
文
は
輪
陀
王
に
比
し
て
正
法
行
者
守
護
の
意
で

あ
る
。
聖
人
に
於
て
は
結
句
二
意
は
一
に
蹄
す
る
の
で
あ
る
。

（
弱
）
〔
聖
人
御
難
事
（
到
罐
匡
坤
）
去
建
長
五
年
麩
準
四
月
一
千
八
日
に
、
安
房
國
長
狹
郡
之
内
東
條
の
郷
今
は
郡
也
。
天
照
大
祁
の
御

く
り
や
右
大
將
家
の
立
始
給
日
本
第
二
の
み
く
り
や
、
今
は
日
本
第
一
な
り
。
此
郡
の
内
清
澄
寺
と
申
寺
諸
佛
坊
の
持
佛
堂
の
南
面

に
し
て
午
時
に
此
法
門
申
は
じ
め
て
今
に
一
千
七
年
弘
安
二
年
翫
蝿
な
り
。
（
丈
）
〕

日
蓮
聖
人
遺
文
に
於
け
る
脚
紳
勧
誘
義
一
二
一

あ
っ
た
で
あ
ら
う
こ
と
は
疑
へ
な
い
。
そ
の
勤
請
に
於
て
佛
、
菩
薩
、
二
乘
〃
諸
天
、
修
羅
、
刺
、
人
王
の
次
第
に
よ
っ
て
ゐ
る
。

天
照
大
祁
八
幡
大
菩
薩
は
そ
の
列
順
に
於
て
鞘
別
趣
あ
る
は
文
言
に
よ
っ
て
叉
明
瞭
で
あ
る
。
然
れ
ど
も
一
掴
じ
て
そ
の
「
本
地
は

樺
尊
也
」
は
一
同
に
冠
す
る
意
で
あ
る
こ
と
も
碓
で
あ
る
。
た
ざ
「
何
れ
か
教
主
繰
尊
な
ら
ざ
る
」
と
一
度
総
括
し
て
更
に
二
祁
の

本
迩
を
誰
け
る
は
、
二
肺
の
糊
請
意
趣
が
前
來
の
諸
尊
と
殊
り
あ
る
を
表
示
さ
れ
た
の
で
あ
る
と
老
ふ
る
に
無
理
は
あ
る
ま
い
。
殊

に
日
眼
女
と
の
關
係
に
於
て
ざ
あ
る
と
は
云
へ
、
天
照
大
郷
を
特
出
し
て
「
日
本
國
と
申
は
女
人
の
國
」
云
云
と
あ
る
聖
意
は
何
等

か
の
底
意
あ
る
も
の
と
推
察
さ
艇
る
の
で
あ
る
。
故
に
こ
の
書
を
以
て
本
通
説
の
み
に
よ
る
十
界
羅
列
な
り
と
論
断
す
る
は
未
だ
阻

意
を
得
た
る
も
の
で
は
な
い
。
日
女
妙
の
「
本
尊
の
光
明
」
に
同
被
す
る
と
此
の
譜
の
．
月
寓
影
」
と
は
法
鵲
的
一
般
的
説
明
で

あ
っ
て
、
二
跡
の
特
殊
的
因
縁
的
勧
誘
意
趣
は
日
女
妙
の
「
加
之
」
と
こ
の
書
の
二
帥
の
特
記
と
同
義
を
成
す
も
の
で
あ
る
。

金
）
〔
曾
谷
殿
御
返
事
（
認
建
仁
畔
）
天
照
大
祁
は
た
ま
し
い
を
う
し
な
っ
て
う
ぢ
ご
を
ま
ほ
ら
ず
。
八
幡
大
菩
薩
は
威
力
ょ
は
く
し
て

國
を
守
護
せ
ず
、
け
つ
く
は
佗
國
の
物
と
な
ら
む
と
す
。
（
さ
〕

叉
（
一
八
七
こ
、
〔
今
梵
天
帝
樺
日
月
四
天
天
照
大
洲
八
幡
大
菩
薩
，
日
本
園
の
三
千
一
百
三
十
二
批
の
大
小
の
じ
ん
ぎ
は
過
去
の
輪

叉
（
一
八
七
こ
、

陀
王
の
ご
と
し
（
文
）



念
）
〔
中
興
入
道
御
消
息
（
認
姪
罫
）
日
蓮
は
い
や
し
け
れ
ど
も
所
持
の
法
華
經
を
繰
迦
多
賓
十
方
の
諸
佛
梵
天
帝
鐸
日
月
四
天
龍
祁

天
照
大
祁
八
幡
大
菩
薩
、
人
の
眼
を
殻
（
惜
）
し
む
が
ご
と
く
…
…
ま
ば
り
於
も
ん
じ
給
ふ
ゅ
へ
に
。
（
さ
〕

（
鑓
）
聖
人
御
難
事
（
一
八
七
七
）
と
同
例
。

完
）
〔
秋
元
御
書
（
認
獲
一
罫
）
天
照
大
祁
正
八
幡
に
被
捨
給
て
。
（
丈
）
〕

國
祁
と
し
て
の
二
祁
で
あ
る
。

完
）
〔
慈
蝿
大
師
事
（
認
榧
鮨
奔
）
し
か
れ
ば
此
等
の
人
人
は
騨
迦
多
喪
十
方
の
諸
佛
の
大
怨
敵
、
梵
し
ゃ
く
日
月
四
天
天
照
大
祁
正
八

幡
大
菩
薩
の
御
難
敵
な
り
と
見
候
ぞ
。
（
ろ
（
眞
賦
正
中
山
）
〕

正
法
守
護
の
榊
明
で
あ
る
。

（
師
）
〔
上
野
殿
母
御
前
御
返
事
（
私
罐
程
癖
）
此
経
を
持
つ
人
を
ば
、
い
か
で
か
天
賑
芙
榊
八
幡
大
菩
薩
富
士
千
眼
大
菩
薩
す
て
さ
せ
給

べ
き
と
た
の
も
し
き
事
也
。
受
）
（
侭
餓
小
泉
、
北
Ⅲ
ご

正
法
行
者
守
護
と
し
て
ざ
あ
る
が
、
上
野
殿
の
所
在
地
の
關
係
を
以
て
「
富
士
千
眼
」
を
掲
げ
、
淺
間
を
特
に
「
千
眼
」
と
し
て
帝

樺
に
關
係
づ
け
た
黙
が
注
目
さ
恥
る
。

翁
）
〔
四
條
金
吾
許
御
文
（
郵
壁
垂
幸
）
八
幡
大
著
唾
ぜ
ぱ
世
間
の
智
者
懸
者
大
鰐
は
阿
獅
陀
佛
の
化
身
と
申
候
ぞ
…
：
其
霞
に
は
樺
迦

叉
（
一
八
七
七
）
、
〔
設
い
大
鬼
祁
の
つ
け
る
人
な
り
と
も
日
蓮
を
ば
梵
燦
日
月
四
天
等
天
照
大
祁
の
守
護
し
給
ゆ
へ
に
ば
つ
し
が
た
か

る
べ
し
と
存
給
く
し
。
（
丈
）
（
虞
餓
化
中
山
）
〕

已
上
の
二
文
は
宝
）
彌
源
太
書
、
（
羽
）
新
尼
書
，
（
鋤
）
撰
時
抄
等
だ
の
本
因
縁
を
説
き
、
佛
法
西
漸
を
説
く
御
書
と
一
連
の
も
の

と
考
察
す
べ
し
。

日
蓮
聖
人
遺
文
に
於
け
る
國
紳
鋤
講
義

〃

一
一
一
一
一



、

前
引
（
師
）
凹
條
書
と
同
例
八
幡
宮
炎
上
に
因
ん
で
刺
天
上
を
説
き
、
彌
陀
化
身
説
を
破
し
、
正
法
守
誰
を
主
張
す
る
も
の
で
あ
る
。

（
㈹
）
〔
諌
暁
八
幡
妙
（
郵
畦
一
転
）
（
眞
蹟
在
大
禰
寺
）
〕

こ
の
書
は
前
引
の
（
鍋
）
智
妙
房
御
返
事
、
霊
）
凹
條
書
と
三
書
同
趣
、
鎌
倉
八
幡
宮
炎
上
に
因
っ
て
、
共
に
同
年
十
二
月
、
正
法
守

誰
の
八
幡
大
菩
薩
な
る
を
明
に
し
た
御
害
で
あ
る
。
全
文
を
通
讃
す
る
要
が
あ
る
か
ら
引
文
を
略
し
た
。
た
ざ
二
三
注
意
す
べ
き
戦

を
畢
ぐ
れ
ば
伊
勢
大
祁
宮
の
名
を
一
所
に
出
し
て
日
本
簸
高
帥
と
し
て
八
幡
宮
の
上
位
な
る
を
明
瞭
に
せ
ら
れ
た
こ
と
ｏ
Ｑ
一
○
三
ｇ

へ
是
ご
一
八
幡
大
菩
薩
は
正
法
を
力
と
し
て
王
法
を
守
護
し
給
け
る
也
」
（
二
○
三
二
）
の
言
が
聖
人
の
國
祁
観
な
る
こ
と
（
是
二
）
。
八

幡
諫
曉
の
義
を
説
い
て
○
一
○
一
二
一
巳
下
）
大
願
成
就
に
あ
る
を
示
し
（
是
一
己
。
本
通
観
が
同
艘
説
に
ま
で
進
み
て
從
來
の
佛
本
祁
迩

読
己
上
に
あ
る
や
に
恩
は
る
淳
黙
（
二
○
三
も
が
此
書
も
前
引
の
智
妙
房
御
返
事
、
四
條
諜
と
同
様
で
あ
る
〔
是
四
）
。
三
諜
似
に
灘

迦
八
幡
の
降
誕
入
滅
の
月
日
の
因
縁
を
説
け
る
（
是
吾
。
最
後
に
佛
法
西
漸
を
説
い
て
そ
の
根
本
と
し
て
「
教
主
鐸
尊
何
ぞ
八
幡
大

菩
薩
と
現
じ
給
は
ざ
ら
ん
や
一
ｇ
ｏ
四
ｇ
と
い
へ
る
（
是
さ
。
こ
れ
等
の
至
鰐
を
通
じ
て
聖
人
の
祁
観
が
大
國
小
國
，
大
紳
小
柳

佛
に
て
於
は
し
ま
し
候
ぞ
：
：
：
我
朝
の
守
謹
洲
．
：
：
八
幡
大
菩
薩
の
御
誓
は
、
月
氏
に
て
は
法
華
經
を
説
て
正
直
拾
方
便
と
な
の
ら

せ
給
ひ
、
日
本
國
に
し
て
は
正
直
の
頂
に
や
ど
ら
ん
と
誓
給
ふ
。
・
・
・
．
：
さ
れ
ば
八
幡
大
菩
薩
は
不
正
直
を
に
く
み
て
天
に
の
ぼ
り
給

と
も
、
法
華
經
の
行
者
を
見
て
は
季
か
其
影
を
ば
を
し
み
給
べ
き
。
受
）
〕

國
榊
義
、
本
迩
義
、
正
法
守
謹
等
の
諸
義
が
顯
れ
、
祁
天
上
の
義
を
論
じ
て
正
法
の
存
す
る
虚
に
は
祁
亦
在
り
と
せ
ら
れ
て
ゐ
る
。

八
幡
宮
の
焼
失
に
因
み
て
書
か
れ
た
御
書
で
、
天
照
大
祁
の
御
名
は
出
し
て
ゐ
な
い
。

弱
）
〔
智
妙
房
御
返
事
（
郵
唯
一
一
坪
）
八
幡
大
菩
薩
は
：
．
：
鐸
迦
佛
の
化
身
と
申
事
は
た
れ
の
人
か
あ
ら
そ
い
を
な
す
べ
き
。
（
客
（
眞
蹟

正

中
1,11
、ソ
L_／

日
蓮
蝦
人
遼
文
に
於
け
る
隅
紳
勵
諦
義

一
一
一
一
一
一



御
遺
文
の
個
舞
に
つ
い
て
解
説
し
、
大
鰐
の
國
榊
槻
を
述
べ
た
が
、
更
に
二
三
の
襯
黙
か
ら
綜
合
的
に
考
察
し
て
見
た
い
。

（
イ
）
御
書
に
於
け
る
二
帥
の
初
出

二
祁
の
御
名
の
御
書
上
に
出
づ
る
最
初
を
、
（
２
）
安
國
論
廣
本
、
（
３
）
行
者
佛
天
守
談
妙
、
（
７
）
聖
懲
問
答
紗
の
系
年
或
は
其
他
に
異

論
あ
る
産
除
い
て
は
、
（
８
）
安
國
論
御
勘
由
來
の
交
永
五
年
に
置
く
を
確
實
と
す
る
。
こ
れ
は
全
年
の
蒙
古
牒
欣
と
關
聯
し
て
大
に
意
義

が
認
め
ら
れ
る
が
、
根
本
的
に
は
宗
租
の
大
廟
砒
参
の
事
實
と
併
せ
考
へ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
問
題
で
も
あ
る
。
八
幡
祗
頭
の
諌
曉
は
遺
文
に

よ
り
て
證
明
せ
ら
れ
、
化
導
記
等
に
も
出
て
ゐ
る
が
、
大
廟
砒
参
は
別
頭
高
僧
偲
已
前
に
は
あ
ま
り
明
瞭
で
は
な
い
。
し
か
し
こ
れ
に
よ

っ
て
開
宗
己
前
に
そ
の
事
賃
無
し
と
断
定
し
得
な
い
こ
と
は
勿
論
で
あ
り
、
祗
参
の
有
無
に
よ
っ
て
宗
租
の
大
祁
尊
崇
の
事
實
を
否
定
し

得
な
い
こ
と
も
明
瞭
で
あ
る
。
し
か
し
史
的
に
若
く
は
教
義
的
に
研
究
す
べ
き
或
も
の
を
残
す
で
あ
ら
う
。
少
く
と
も
二
祁
御
名
の
初
出

（
例
）
〔
曾
谷
二
郎
入
道
殿
御
報
（
郵
確
認
岼
）
天
照
大
祁
八
幡
大
菩
薩
争
守
謹
此
國
一
．
。
受
）
〕

こ
の
外
績
集
に
も
二
三
の
御
文
が
あ
る
。
新
池
書
（
古
、
八
幡
宮
造
瞥
事
（
八
９
、
現
世
無
間
御
響
三
五
凸
等
で
あ
る
。
但
だ
今
は

慧
日
天
照
御
書
兜
四
）
の
「
縁
迦
佛
の
御
名
を
ば
幼
稚
に
て
は
日
種
と
い
う
。
長
大
後
異
名
を
ば
慧
日
と
い
う
。
此
國
を
ば
日
本
と

い
う
。
主
を
ば
天
照
申
」
の
一
文
を
上
げ
、
（
訂
）
報
恩
紗
口
四
九
己
と
同
意
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
に
止
め
や
う
。

等
の
比
較
に
よ
っ
て
國
淋
を
下
す
の
意
は
決
し
て
そ
の
ま
夢
に
受
取
る
べ
き
で
は
な
く
、
佛
法
西
漸
の
國
日
本
の
最
高
帥
と
し
て
そ

の
大
願
成
就
を
起
請
さ
れ
た
底
意
を
知
悉
し
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
所
謂
付
文
と
元
意
と
を
明
め
眞
意
を
誤
る
莫
ら
ん
こ
と
を
希
ふ

も
の
で
あ
る
。

日
蓮
聖
人
遥
丈
に
於
け
る
國
諏
鋤
講
義

三
、
激
義
的
分
野
よ
り

四

夕



「

を
確
資
に
す
る
こ
と
は
宗
旭
の
祁
槻
の
基
礎
を
一
府
碓
澄
に
な
し
得
る
で
あ
ら
う
。
但
し
正
元
元
年
の
念
佛
者
追
披
宣
炊
事
。
一
七
吾
に

山
門
奏
欣
の
コ
向
専
修
黛
類
向
背
祁
明
不
當
事
」
に
「
所
謂
伊
勢
大
祁
宮
八
幡
加
茂
日
吉
春
日
等
皆
是
騨
迦
薬
師
彌
陀
槻
香
等
之
示
現

也
」
・
の
文
を
出
す
を
数
ふ
れ
ば
尚
早
期
に
御
名
を
發
見
す
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
宗
腿
の
御
文
で
は
な
い
か
ら
厩
別
す
る
が
受
當
で
あ

ら
う
。
し
か
し
欝
代
の
祁
棚
と
し
て
邸
）
下
山
御
消
息
の
下
に
論
じ
た
武
家
の
國
紳
槻
と
比
較
し
て
興
味
が
あ
る
。

（
ロ
）
彌
陀
本
地
説
に
對
す
る
本
通
説

宗
駆
の
帥
佛
本
通
説
は
、
多
く
は
彌
陀
本
地
説
に
對
す
る
輝
迦
本
地
説
で
あ
２
Ｌ
、
跡
に
對
し
て
そ
の
本
迩
鵠
用
を
主
張
す
る
が
正
意

で
は
な
い
。
特
に
文
永
五
年
御
勘
由
來
以
前
の
そ
れ
は
法
然
破
の
爲
め
に
主
張
せ
ら
恥
た
る
鐸
尊
本
地
説
で
あ
る
。
《
（
５
）
（
認
）
等
》
即
ち

彌
陀
に
對
す
る
澤
尊
で
あ
っ
て
、
卿
に
對
す
る
鐸
尊
を
主
張
す
る
を
目
的
と
し
た
の
で
は
な
い
。
こ
の
間
の
腫
別
は
大
に
必
要
で
あ
る
。

叉
念
佛
者
の
祁
明
否
定
に
對
し
て
大
に
日
本
祁
國
説
を
主
張
し
た
の
は
（
２
）
（
４
）
（
７
）
、
法
然
に
對
す
る
奮
佛
教
徒
に
同
じ
て
は
ゐ
る

が
、
っ
一
七
四
参
思
同
時
に
宗
腿
が
祁
國
説
を
識
調
す
る
と
こ
ろ
、
繰
尊
本
地
諭
を
主
張
す
る
眞
意
が
彌
陀
對
破
に
あ
り
と
い
ふ
こ
と
が

論
せ
ら
れ
や
う
。
但
し
こ
の
意
義
に
於
て
叉
こ
の
時
代
に
於
て
は
、
應
身
繰
迦
に
對
す
る
本
通
観
で
あ
る
と
老
へ
る
彩
至
鴬
と
す
る
。
「
正

直
の
頭
に
宿
る
」
云
云
の
語
は
次
第
に
鍵
化
し
て
叉
一
髄
の
本
通
読
を
な
し
た
。
法
華
經
Ｉ
正
直
の
關
聯
に
於
け
る
法
身
騨
迦
の
意
義
を

な
し
た
の
で
あ
る
。
即
ち
正
法
正
義
の
顯
現
を
赫
明
と
す
る
本
通
読
で
あ
っ
て
、
鰐
用
本
迩
槻
と
し
て
、
前
の
彌
陀
本
地
説
若
く
は
樺
零

本
地
説
の
在
滅
本
迩
槻
と
砿
別
し
て
老
ふ
く
き
で
あ
る
。

（
Ｃ
善
赫
捨
國
の
意
義

（
８
）
安
闘
諭
御
勘
由
来
の
下
に
述
べ
た
如
く
，
聖
人
の
眞
意
は
日
本
守
護
の
反
顯
的
狼
調
に
在
る
。
安
國
論
に
於
て
「
去
國
拾
所
」
と

あ
る
語
が
文
永
五
年
の
御
勘
曲
來
に
は
、
牒
欣
到
来
に
よ
っ
て
威
光
失
墜
、
國
土
捨
了
の
確
定
と
な
り
、
次
第
に
國
祁
の
守
護
國
家
を
弧

Ｒ
蓮
聖
人
遺
文
に
於
け
る
國
祁
鋤
誌
義

五



●

調
し
て
弘
安
の
夕
に
到
る
ま
で
増
上
弧
訴
を
綾
け
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

（
己
守
謹
の
意
義

日
本
守
護
・
正
法
守
護
（
法
華
經
守
護
）
、
法
華
行
者
守
護
、
叡
山
守
護
等
の
表
現
が
用
ひ
ら
れ
て
ゐ
る
が
、
用
語
の
不
同
は
あ
る
が
、

そ
の
相
違
は
横
の
約
從
の
相
遠
か
、
或
は
縦
の
史
的
理
由
に
よ
っ
た
の
で
，
聖
人
の
虞
意
若
く
は
目
的
に
於
て
は
同
一
で
あ
り
同
趣
で
あ

る
。
（
３
）
（
９
）
（
銅
）
（
謎
）
（
銘
）
等
交
照
合
。

（
ホ
）
因
縁
稗
と
本
艘
樺

本
通
観
に
磯
用
，
在
滅
の
二
相
對
が
あ
る
こ
と
前
述
の
如
し
で
あ
る
が
、
雨
者
共
に
本
艘
的
解
織
と
見
る
べ
き
で
あ
る
。
即
ち
祁
の
本

質
的
説
明
、
祁
格
の
本
鵠
的
位
置
を
規
定
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
在
滅
相
對
或
は
在
末
相
對
の
塲
合
は
應
身
佛
を
本
地
と
老

ふ
る
所
謂
久
近
本
迩
に
風
す
る
も
の
で
あ
る
。
若
し
宗
祀
に
於
け
る
本
僻
的
解
繩
と
せ
ば
、
鵠
用
本
迩
相
對
し
て
三
身
相
即
佛
、
本
墨

本
地
佛
と
相
對
し
て
本
迩
を
い
ふ
の
で
法
身
棉
に
對
す
る
本
迩
で
あ
る
べ
き
で
あ
る
。
前
述
の
如
く
宗
租
の
初
頭
に
於
け
る
本
通
読
は
多

く
は
彌
陀
對
破
の
在
滅
本
迩
緤
に
外
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
が
，
後
來
の
解
騨
は
同
じ
く
本
迩
の
燦
を
用
ひ
る
も
綴
朋
本
迩
に
約
す
る
遜

が
弧
い
。
こ
の
二
の
本
通
説
は
宗
組
の
御
書
上
に
初
よ
り
経
り
ま
で
一
貫
し
て
發
見
し
得
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
以
て
直
に
宗
組
の

國
祁
勅
請
の
意
義
な
り
と
す
る
は
早
計
で
あ
る
。
そ
れ
は
從
來
の
本
迩
槻
の
踏
襲
か
或
は
一
般
的
基
礎
的
説
述
と
し
て
ざ
あ
っ
て
決
し
て

宗
祗
の
澗
自
的
の
も
の
で
も
な
く
、
從
っ
て
叉
宗
租
の
國
祁
棚
請
の
意
義
で
も
な
い
。
奮
來
の
本
通
説
を
晩
化
し
た
宗
腿
猫
自
の
本
通
読

が
あ
る
。
こ
れ
が
即
ち
國
祁
勧
請
の
意
義
で
あ
っ
て
、
本
因
縁
的
信
仰
が
即
ち
そ
れ
で
あ
る
と
信
ず
る
。
一
往
は
本
迩
繰
と
因
縁
鐸
と
對

立
す
る
も
の
で
は
あ
る
が
、
宗
祗
の
本
因
縁
的
解
繰
は
即
ち
高
次
的
本
迩
樺
で
あ
る
と
こ
ろ
に
國
祁
棚
請
の
嵐
意
義
は
發
見
さ
れ
る
で
あ

ら
一
つ
０

日
蓮
聖
人
迩
丈
に
於
け
る
國
測
棚
講
義

一
一
一
一
ハ



文
永
五
年
の
頃
よ
り
蒙
古
牒
炊
に
件
ふ
捨
國
の
弧
調
は
、
六
年
の
法
門
可
申
に
至
っ
て
弟
子
へ
の
特
別
書
と
は
い
へ
誘
國
の
呵
責
が
御

め

勘
山
來
以
上
で
あ
る
ｏ
鼓
に
宗
組
の
醤
來
の
對
法
然
の
榊
國
説
、
若
く
は
在
滅
本
通
説
に
鍵
化
を
生
ず
る
韓
機
が
あ
る
。
次
で
文
永
七
八

年
の
念
）
叫
條
群
、
念
）
月
滿
課
に
見
ゆ
る
日
抑
槻
を
兆
と
し
て
、
佐
渡
流
罪
本
地
開
顯
本
法
宣
揚
の
樋
蛎
を
経
て
、
亀
）
彌
源
太

書
に
具
鴨
的
因
縁
鐸
が
明
に
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
即
ち
交
永
十
一
年
の
金
）
彌
源
太
書
に
次
で
全
年
の
露
）
異
綴
同
心
書
、
十
二
年
の

宛
）
凶
條
書
、
霊
）
密
木
書
、
霊
）
新
尼
書
等
、
佐
渡
願
正
に
緩
く
文
永
十
二
一
年
の
御
書
は
皆
こ
の
發
表
で
あ
る
。
こ
れ
を
開
目
、
本

尊
雨
紗
及
び
露
）
頴
佛
記
、
法
華
取
要
妙
と
連
關
し
て
老
ふ
る
と
き
一
貫
の
思
想
信
仰
の
連
鎖
と
し
か
老
へ
ら
れ
な
い
。
佐
渡
よ
り
延

山
の
初
に
渉
る
、
顯
正
的
發
表
は
正
く
宗
腿
の
國
祁
槻
の
發
表
で
あ
る
と
考
へ
ら
れ
る
。
他
の
理
由
に
よ
っ
て
條
件
づ
け
ら
れ
な
い
も
の

で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
時
代
的
條
件
、
人
的
條
件
、
教
義
的
條
件
等
塗
に
よ
っ
て
説
明
の
上
に
特
殊
を
要
す
る
黙
の
少
し
も
無
い
純
粋
顯

正
で
あ
る
と
い
へ
る
。
故
に
こ
の
間
の
御
害
を
中
心
と
し
て
測
読
意
義
を
決
定
す
る
が
尤
も
受
當
で
あ
る
。
呪
ん
や
塁
茶
羅
圃
顯
に
随
伴

し
て
こ
の
時
に
正
し
く
説
明
解
耀
が
施
さ
る
べ
き
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
塁
茶
羅
の
圖
出
に
於
て
は
圖
様
織
想
鱗
圖
に
つ
い
て
溌
際
的
具

鴨
的
問
題
と
し
て
弘
安
に
至
っ
て
一
切
が
決
定
さ
れ
た
こ
と
は
営
然
で
あ
る
が
、
思
想
若
く
は
解
説
と
し
て
御
遥
文
上
の
發
表
は
、
資
際

的
圖
州
曼
茶
羅
に
先
行
す
ろ
は
當
然
で
あ
る
。
又
こ
れ
が
反
面
宗
組
の
曼
茶
羅
上
の
鬮
様
に
年
代
的
鍵
化
は
あ
っ
て
も
、
・
本
來
二
祁
の
渤

請
位
置
は
要
請
さ
れ
た
る
特
別
位
置
の
存
し
た
こ
と
を
證
明
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
黙
は
鍵
に
大
崎
學
報
誌
上
に
指
摘
し
て
お
い
た
如

く
で
あ
る
。
即
ち
文
永
八
九
年
よ
り
十
二
一
年
頃
の
御
鐘
文
上
の
二
祁
の
説
明
が
、
曼
茶
羅
上
に
於
て
は
遅
れ
て
弘
安
に
到
っ
て
そ
の
渤

諦
位
置
が
決
定
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
加
之
こ
の
思
想
解
樺
は
建
治
弘
安
を
通
し
て
罰
）
撰
時
紗
、
命
）
報
恩
妙
、
（
鈴
）
聖
人
御
難
事
等

日
蓮
聖
人
遼
丈
に
於
け
る
國
祁
勧
誘
義

四
、
歴
史
的
観
黙
よ
り

二

七



大
ま
か
に
五
大
部
を
中
心
と
し
て
考
察
し
て
見
る
に
（
２
）
立
正
安
國
論
は
且
く
廣
本
に
よ
る
に
二
紳
の
名
を
出
し
、
念
騨
の
紳
祇
輕
覗

を
呵
寅
せ
ら
れ
、
（
鯛
）
開
目
抄
に
は
二
紳
を
日
本
守
謹
行
者
守
護
の
善
榊
と
祭
め
ら
れ
て
ゐ
る
。
（
鋤
）
撰
時
抄
、
（
諏
）
報
恩
抄
の
二
抄
に

至
っ
て
は
明
瞭
に
本
因
縁
的
解
樺
に
於
て
完
全
に
一
致
す
る
。
こ
肌
を
（
虹
）
本
尊
紗
の
一
‐
可
立
此
國
」
の
國
と
併
老
へ
る
に
、
國
祁
は
即

ち
本
尊
建
立
の
國
土
の
最
高
守
誰
の
二
刺
と
し
て
棚
講
さ
れ
た
と
い
ふ
こ
と
に
疑
義
は
な
い
。
其
他
の
諸
御
需
も
五
大
部
に
湊
合
せ
し
め
、

本
尊
紗
に
朝
宗
せ
し
む
る
に
於
て
、
大
曼
茶
羅
に
圖
出
せ
る
二
祁
糊
誌
の
意
義
は
明
ら
か
で
は
あ
る
ま
い
か
。

彼
の
（
甥
）
日
女
妙
、
（
罰
）
日
眼
女
紗
の
二
害
は
直
接
的
に
大
豊
茶
羅
糊
請
の
相
を
論
明
せ
る
御
書
と
し
て
或
は
五
大
部
中
心
の
糊
諦
意

義
と
合
致
せ
ざ
る
や
に
感
ぜ
ら
る
シ
も
、
そ
の
條
下
に
論
明
せ
る
如
く
二
誓
共
に
二
肺
の
棚
請
意
義
に
別
趣
あ
る
を
示
す
も
の
で
、
寧
ろ

二
洲
の
座
配
棚
請
に
於
て
は
特
殊
の
表
現
を
以
て
本
佛
十
界
禮
用
本
迩
の
説
以
外
に
本
因
縁
的
二
榊
勅
請
の
意
義
を
明
に
し
て
ゐ
る
こ
と

重
要
御
書
の
大
綱
で
あ
る
こ
と
は
特
に
注
目
さ
れ
る
。

建
治
元
年
の
露
）
紳
國
王
書
よ
り
「
日
の
卿
」
等
の
語
は
あ
る
が
、
一
面
跡
の
大
小
、
上
下
、
主
従
等
を
弧
言
し
て
Ⅲ
や
蛍
奮
來
に
異

る
も
の
が
あ
る
や
う
で
あ
る
。
建
治
二
年
の
急
）
振
舞
抄
、
弘
安
三
年
の
（
㈹
）
諌
曉
八
幡
抄
等
が
そ
の
一
聯
に
風
す
る
。
九
月
元
使
を
刎

ね
、
十
一
月
九
州
探
題
北
條
實
政
を
派
し
た
、
建
治
元
年
の
末
頃
は
、
日
本
祁
家
存
亡
を
賭
し
た
秋
で
あ
っ
た
。
聖
人
海
、
日
本
守
護
の

善
洲
に
睡
訴
し
諌
曉
し
來
る
は
決
し
て
唐
突
の
こ
と
で
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
こ
れ
を
以
て
文
永
七
八
年
よ
り
文
永
の
経
ま
で
の
國
祁

槻
と
背
馳
す
る
も
の
で
は
な
い
。
た
ざ
文
永
末
の
顯
正
的
態
度
と
建
治
に
入
っ
て
一
面
を
流
る
斡
反
顯
的
態
度
と
の
相
違
に
過
ぎ
な
い
の

で
あ
ら
う
◎ 日

蓮
聖
人
遁
文
に
於
け
る
鬮
祁
勧
請
義

五
、
文
献
的
見
地
よ
り
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二
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』

は
こ
書
の
下
の
解
説
を
見
ら
れ
た
い
。
呪
ん
や
本
尊
紗
等
五
大
部
に
對
し
て
こ
の
二
書
を
以
て
是
非
を
決
せ
ん
と
す
る
が
如
き
は
文
献
的

に
も
教
義
的
に
も
叉
史
的
観
黙
よ
り
す
る
も
不
能
の
事
に
風
す
る
。

之
を
要
す
る
に
御
害
上
に
於
て
、
や
シ
不
一
致
と
感
ぜ
ら
る
画
二
脚
槻
も
究
極
す
る
と
こ
ろ
、
大
漫
茶
羅
坐
配
に
現
れ
た
る
宗
旭
の
圖

顯
せ
ん
と
せ
ら
れ
た
る
意
義
と
全
同
で
あ
る
と
信
ず
る
。

（
執
筆
中
身
遜
多
忙
の
事
楕
と
手
痛
の
爲
め
本
論
後
半
段
は
全
く
草
忙
の
筆
、
説
明
欠
略
‘
文
意
不
通
、
幸
に
諒
と
せ
ら
れ
ん
を
希
ら
。
）

（
昭
和
十
三
年
十
一
月
廿
四
日
）

日
蓮
聖
人
遺
文
に
於
け
る
閏
稗
勧
講
義
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二
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